
町
の
環
境
美
化
活
動
は
、
毎
年

春
と
秋
の
２
回
、
道
路
や
公
園
な

ど
に
散
乱
し
て
い
る
ご
み
を
住
民

の
皆
さ
ん
で
回
収
し
、
快
適
な
生

活
環
境
づ
く
り
の
た
め
に
実
施
し

て
い
ま
す
。

各
自
治
会
で
作
業
実
施
日
が
異

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
自

治
会
長
も
し
く
は
、
衛
生
委
員
に

実
施
日
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
自
治
会
で
子
ど
も
が
清
掃
作

業
に
取
り
組
む
場
合
は
、
責
任
者

の
方
が
し
っ
か
り
と
監
督
し
、
交

通
量
の
多
い
道
路
な
ど
は
避
け
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
当
日
家
庭
ご

み
は
出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

な
お
、
集
ま
っ
た
ご
み
は
、
当

日
の
午
後
に
町
が
収
集
し
ま
す
。

町
環
境
住
民
会
議
は
、
平
成
13

年
12
月
に
環
境
活
動
実
践
団
体
の

方
々
を
構
成
員
と
し
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
現
在
の
会
員
数
は
16
人
で

平
成
15
年
度
は
、
ご
み
グ
ル
ー
プ

と
水
環
境
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
つ
い
て
話
し

合
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
ご
み
グ
ル
ー
プ
は
、

「
ご
み
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
み

ん
な
で
で
き
る
こ
と
」
を
テ
ー
マ

に
話
し
合
い
、
本
年
は
ポ
イ
捨
て

防
止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
環
と
し

て
、「
ポ
イ
捨
て
な
く
し
隊
」
を
結

成
し
、
ポ
イ
捨
て
ご
み
の
回
収
な

ど
を
日
生
中
央
駅
周
辺
で
行
っ
て

い
ま
す
。
ご
み
は
、
た
ば
こ
の
吸

い
殻
や
空
き
缶
な
ど
、
意
外
と
多

く
落
ち
て
い
ま
す
。

町
環
境
住
民
会
議
で
は
、
一
般

の
方
も
参
加
い
た
だ
き
、
ご
み
問

題
に
つ
い
て
ど
う
す
れ
ば
美
し
い

環
境
が
守
れ
る
か
住
民
の
皆
さ
ん

で
意
見
を
出
し
合
い
、
一
緒
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
が
施
行
さ

れ
て
以
来
、
町
内
に
お
い
て
も
家

電
４
製
品
（
テ
レ
ビ
・
洗
濯
機
・

冷
蔵
庫
・
エ
ア
コ
ン
）
の
不
法
投

棄
が
増
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
阪
神
間
に
位
置
す
る
猪

名
川
町
は
大
阪
圏
内
に
も
隣
接
し
、

他
市
町
と
の
市
町
境
界
が
山
間
部

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
年
産
業
廃

棄
物
や
一
般
家
庭
ご
み
の
不
法
投

棄
が
増
え
て
い
ま
す
。

町
に
お
い
て
も
、
定
期
的
に
パ

ト
ロ
ー
ル
を
し
て
い
ま
す
が
、
も

し
不
法
投
棄
を
目
撃
さ
れ
た
場
合

は
ナ
ン
バ
ー
・
車
種
・
車
の
色
・

投
棄
者
の
特
徴
な
ど
を
警
察
や
町

へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
情
報
に
よ
り
投
棄
者
が
判

明
し
た
場
合
、
第
一
通
報
者
に
報

償
を
贈
る
制
度
を
本
年
７
月
１
日

か
ら
施
行
し
て
い
ま
す
。
報
償
は
、

私
鉄
な
ど
の
共
通
乗
車
券
「
ス
ル

ッ
と
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ａ
Ｉ
」
１
万
円
以

下
相
当
を
支
給
し
ま
す
。
こ
の
制

度
に
よ
り
住
民
全
員
が
不
法
投
棄

に
対
し
て
の
監
視
者
と
な
る
よ
う
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
生
活
環
境
課

（
�
７
６
６
・
８
７
１
２
）
へ
。

11月15日（月）～21日（日）

ポ
イ
捨
て
は
ダ
メ
！

心
が
け

一
つ
で
で
き
る
街
の
美
化

町保健衛生推進協議会などで構成する町環境

美化週間実施本部では、地域住民の皆さんや関

係団体の協力により、1 1月1 5日（月）から同

2 1日（日）までの間を秋の環境美化週間とし、

町の環境美化活動を展開します。

また、期間中の2 1日（日）には、町あげて

の一斉清掃活動としてクリーンアップ作戦を実

施しますので、みんなで参加しましょう。

不
法
投
棄
は
許
さ
な
い
！

平成

12年

13年

14年

15年

16年

過去5年間のクリーンアップ作戦
ごみ収集量

1 0  2 0 3 0 4 0（ｔ）

36.5
23.4

24.6
21.1

15.9

22.3

30.2

24.8

春の収集量
秋の収集量

28.8

※
平
成
14
年
の
春
は
、
雨
天
の
た
め
収

集
量
が
減
少
し
ま
し
た

昨年秋のクリーン

アップ作戦の様子

良好な地域景観を形成するため、兵庫県

では「屋外広告物法」に基づき、「兵庫県屋

外広告物条例」が制定（平成５年４月１日

より施行）されています。

これにより町内全域は、屋外広告物の規

制区域となっていますが、無許可で掲出さ

れる広告物、違反広告物が増加しています。

同条例第５条では「禁止物件」（広告物を

掲出することができない物件、電柱・街

灯・信号機・道路標識や道路上の柵・橋な

ど）、同条第２項では「はり紙・はり札・立

看板・のぼり」を表示できない物件につい

て規定されています。特に「はり紙・はり

札・立看板・のぼり」の掲出は道路沿いに

集中しますが、これはまちなみや生活環境

といった景観面、交通・歩行を阻害すると

いった安全面から見ても適正と言えません。

町では、年間を通じてこれら違反広告物

に対するパトロールを行い、「違反シール」

を貼付して警告するとともに、一定期間経

過後に除却しています。また、年１回、関

係機関の協力を得て一斉除却を実施してい

ます。

なお、「屋外広告物条例に定める手続き」

をせずに掲出されている看板などについて

は、すみやかに撤去してください。

問い合わせは、都市整備課（�766－8704）

へ。

町では、1 1月1 5日～同2 1日の「環境美

化週間」に関係機関の協力のもと、違反広

告物の一斉除却を次のとおり実施します。

◎と　き　11月18日（木）
◎ところ　町内全域
◎関係協力機関

阪神北県民局、川西警察署、関西電力

㈱西宮営業所・三田営業所、西日本電信

電話㈱兵庫支店

－違反広告物のない 美しいまちにしましょう－

本年春のクリーンアップ
作戦の主な収集物

収　集　物 個　数

タイヤ

バッテリー

テレビ

消火器

冷蔵庫

洗濯機

単車

82

37

10

９

４

３

２

（年度）

違反広告物の一斉除却を実施します


